
 

 

 

 

 公募・公開条例の運用状況について  

 

 総務部総務管財課法規担当 

 

 

１ 公募・公開条例の概要について 

 

 (1) 岸和田市自治基本条例第 19 条（Ｐ１） 

 (2) 岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例（Ｐ２） 

 (3) 岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例施行規則（Ｐ３） 

 (4) 岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例（Ｐ５） 

 (5) 岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例施行規則（Ｐ７） 

 

２ 自治基本条例施行後（平成 24～27 年度）の運用状況について（Ｐ10） 

 

 (1) 委員公募の実施状況 

 (2) 会議公開の実施状況 

  

 ☆（参考）附属機関一覧表 

資料資料資料資料 4444    
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１ 公募・公開条例の概要について 

 

 (1) 岸和田市自治基本条例 

平成16年12月10日 

条例第16号 

（審議会等の運営） 

第19条 市長及び他の執行機関は、市の執行機関に設置する審議会等の委員を選

任する場合は、委員構成における中立性の保持に留意するとともに、原則として

その一部を市民からの公募により行わなければならない。 

２ 市長及び他の執行機関は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなけ

ればならない。 

３ 前２項に規定する審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の公開に関す

る手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 
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○岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例 

平成17年６月22日条例第24号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、岸和田市自治基本条例（平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」とい

う。）第19条第１項の規定による市の執行機関に設置する審議会等の委員の公募に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(１) 審議会等 地方自治法（昭和22年法律第67号）その他の法令又は条例の規定に基づき、

市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。 

(２) 市民 自治基本条例第２条第１号に規定する市民をいう。 

（市民公募による委員の選任） 

第３条 市長その他の執行機関は、審議会等を新たに設置し、又は審議会等の委員（以下「委員」

という。）を改選するに当たっては、委員の一部を市民からの公募により選任しなければなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。 

(１) 委員の資格が法令等により制限されている審議会等 

(２) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等 

(３) 委員に対し特に専門的な技能等を要求される審議会等 

(４) 前３号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる審議会等 

２ 前項の公募において、応募者が当該公募の委員の任期の初日において次の各号に該当すると

見込まれる場合は、当該公募の委員として選任しない。 

(１) 本市の他の委員の職にある者 

(２) 本市市議会議員又は本市職員である者 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がな

かったときは、公募によらず委員を選任することができるものとする。 

（公募の方法） 

第４条 市長その他の執行機関は、市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方

法により、委員の公募について必要な事項を市民に周知しなければならない。 

（応募の方法） 

第５条 応募者は、規則で定める事項を記載した書類等（以下「応募書類」という。）を市長そ

の他の執行機関に提出しなければならない。 

（選考の方法等） 

第６条 委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せ用いる方法に

よって行う。 

２ 市長その他の執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。 

（その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。  
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○岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例施行規則 

平成17年６月22日規則第33号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例（平成17年条例第24号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募委員の数） 

第２条 条例第３条の規定により公募により選任する委員の数は、次の表に掲げるとおりとする。 

  

審議会等の委員の定数又は上限の数 公募により選任する委員の数 

20名以上 ３名以上 

10名以上19名以下 ２名以上 

９名以下 １名以上 

（公募によらない審議会等） 

第３条 条例第３条第１項ただし書各号に該当するものとして委員を公募しない審議会等は、次

の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 岸和田市有功者選定審議会 

(２) 岸和田市公務災害補償等認定委員会 

(３) 岸和田市公務災害補償等審査会 

(４) 岸和田市情報公開審査会 

(５) 岸和田市個人情報保護審査会 

(６) 岸和田市防災会議 

(７) 岸和田市水防団員等公務災害補償審査会 

(８) 岸和田市消費者苦情処理委員会 

(９) 岸和田市いじめ問題再調査委員会 

(10) 岸和田市民生委員推薦会 

(11) 岸和田市介護認定審査会 

(12) 岸和田市障害者介護給付費等認定審査会 

(13) 岸和田市いじめ問題対策連絡協議会 

(14) 岸和田市児童福祉審議会 

(15) 岸和田市環境デザイン委員会 

(16) 岸和田市建築審査会 

(17) 岸和田市開発審査会 

(18) 岸和田市国民保護協議会 

(19) 岸和田市特別職報酬等審議会 

(20) 岸和田市退職手当審査会 

(21) 岸和田市指定管理者審査委員会 

(22) 岸和田市外部評価委員会 
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(23) 岸和田市市展委員会 

(24) 岸和田市行政不服審査会 

(25) 岸和田市予防接種健康被害調査委員会 

(26) 岸和田市歴史的町並み保全基金運営委員会 

(27) 岸和田市丘陵地区整備事業環境モニタリング評価委員会 

(28) 岸和田市丘陵地区オオタカ調査委員会 

(29) 市立岸和田市民病院倫理委員会 

(30) 市立岸和田市民病院治験審査委員会 

(31) 市立岸和田市民病院医師研修委員会 

(32) 市立岸和田市民病院地域医療支援委員会 

(33) 岸和田市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業者選定等委員会 

（募集に関し周知すべき事項） 

第４条 条例第４条に規定する必要な事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務 

(２) 募集人数、選任の時期及び任期並びに報酬の額 

(３) 申込みの方法、申込みの期限及び問い合わせ先 

(４) 選考の方法 

(５) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

（応募書類に記載すべき事項等） 

第５条 条例第５条に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 応募する審議会等の名称 

(２) 住所、氏名、電話番号、性別及び年齢。ただし、本市の区域内に住所を有していない者

は、勤務先又は就学先の名称、所在地及び電話番号を含む。 

(３) 応募の理由 

(４) 応募までに本市行政に関係する活動の経験がある場合は、その内容 

(５) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  
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○岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例 

平成17年６月22日条例第25号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、岸和田市自治基本条例（平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」とい

う。）第19条第２項の規定による審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(１) 審議会等 地方自治法（昭和22年法律第67号）その他の法令又は条例の規定に基づき、

市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。 

(２) 市民 自治基本条例第２条第１号に規定する市民をいう。 

(３) 事業者 自治基本条例第２条第２号に規定する事業者をいう。 

（会議の公開） 

第３条 審議会等の会議は、これを公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する審議会等の会議についてはこの限りでない。 

(１) 会議の公開が法令等により制限されている審議会等 

(２) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等 

(３) その他公開することが適当でないと認められる審議会等 

２ 審議会等の長は、前項本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委員全員の同

意を得て会議を非公開とすることができる。 

（会議開催の事前公表） 

第４条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議のうち公開するものについて、会議の日時、

場所その他規則で定める事項を市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法

によりあらかじめ公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたとき

は、この限りでない。 

（会議の傍聴） 

第５条 市民及び事業者は、審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会等の会議を傍

聴することができる。 

２ 会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指

示に従わなくてはならない。 

（会議資料の閲覧） 

第６条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議を公開するときは、当該会議に付する会議資

料（岸和田市情報公開条例（平成12年条例第９号）の規定に基づき公開することができないも

のとされる情報が記載されているものを除く。）を傍聴人の閲覧に供しなければならない。 

（会議録の作成及び公開） 

第７条 審議会等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作

成しなければならない。 
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２ 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについては、規則で定め

るところによりこれを公開するものとする。 

（運用状況の公表） 

第８条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議の公開の運用状況について、毎年度公表する

ものとする。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 
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○岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例施行規則 

平成17年６月22日規則第34号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例（平成17年条例第

25号。以下「条例」という。）の規定による審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（公開しない審議会等） 

第２条 条例第３条第１項ただし書各号に該当するものとして会議を公開しない審議会等は、次

の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 岸和田市有功者選定審議会 

(２) 岸和田市公務災害補償等認定委員会 

(３) 岸和田市公務災害補償等審査会 

(４) 岸和田市情報公開審査会 

(５) 岸和田市個人情報保護審査会 

(６) 岸和田市水防団員等公務災害補償審査会 

(７) 岸和田市消費者苦情処理委員会 

(８) 岸和田市いじめ問題再調査委員会 

(９) 岸和田市民生委員推薦会 

(10) 岸和田市介護認定審査会 

(11) 岸和田市障害者介護給付費等認定審査会 

(12) 岸和田市いじめ問題対策連絡協議会 

(13) 岸和田市環境デザイン委員会 

(14) 岸和田市退職手当審査会 

(15) 岸和田市市展委員会（部会に限る。） 

(16) 岸和田市行政不服審査会 

(17) 岸和田市予防接種健康被害調査委員会 

(18) 岸和田市歴史的町並み保全基金運営委員会 

(19) 岸和田市丘陵地区オオタカ調査委員会 

(20) 市立岸和田市民病院治験審査委員会 

(21) 岸和田市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業者選定等委員会 

（事前公表） 

第３条 条例第４条に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 開催日時 

(２) 開催場所 

(３) 議題 

(４) 会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）の定員及び傍聴手続 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（会議の傍聴等） 
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第４条 審議会等の公開に当たっては、会場に一定数の傍聴席を設けなければならない。 

２ 傍聴人の定員は、会議の都度、審議会等の長が定める。 

３ 傍聴人は、先着順により決定する。ただし、傍聴を希望する者が前項の定員を超えることが

明らかな場合等においては、事前申込、抽選等によることができる。 

４ 傍聴人は、傍聴にあたっては、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を受付簿に記入のうえ、

審議会等の長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守り、静穏に傍聴しなければな

らない。 

(１) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。 

(２) 会議場内において発言しないこと。 

(３) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。 

(４) 会議場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会等の長が特

に承認したときは、この限りでない。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

（会議録の作成） 

第５条 条例第７条第１項の規定により作成する会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する

ものとする。 

(１) 会議を開催した審議会等の名称 

(２) 開催日時 

(３) 開催場所 

(４) 公開又は非公開の別 

(５) 非公開の理由（会議を非公開とした場合に限る。） 

(６) 出席者 

(７) 傍聴人数（会議を公開した場合に限る。） 

(８) 議題及び審議の概要 

(９) 前各号に定めるもののほか、審議会等が必要と認めた事項 

（会議録の公開） 

第６条 審議会等の長は、会議開催結果概要書（様式第１号）、公開された会議の会議録の写し

及び会議資料（以下「会議録等」という。）を当該会議録に係る会議を開催した日からおおむ

ね１か月以内に広報広聴課長に送付しなければならない。 

２ 広報広聴課長は、前項の規定により会議録等の送付を受けたときは、直ちに、当該会議録等

を市長公室広報広聴課に設ける情報公開コーナーに備え置き、当該会議録に係る会議を開催し

た日の属する年度の翌年度の３月31日まで閲覧に供しなければならない。 

３ 審議会等の長は、会議録等を当該会議録に係る会議を開催した日からおおむね１か月以内に

市ホームページに掲載しなければならない。 

（運用状況の公表） 

第７条 条例第８条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの会議の開催数、公開した会議の開

催数、非公開とした会議の開催数及び傍聴人の数について、市広報及び市ホームページへの掲

載により行うものとする。 



 

- 9 - 

 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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☆ （参考）審議会等一覧   

  平成 29 年７月１日現在 

NO 附属機関等名称 委員選任無 所管課 

1 岸和田市有功者選定審議会  秘書課 

2 岸和田市情報公開審査会  広報広聴課 

3 岸和田市個人情報保護審査会  広報広聴課 

4 岸和田市情報公開・個人情報保護制度審議会 ○ 広報広聴課 

5 岸和田市公務災害補償等認定委員会  人事課 

6 岸和田市公務災害補償等審査会  人事課 

7 岸和田市特別職報酬等審議会 ○ 人事課 

8 岸和田市退職手当審査会 ○ 人事課 

9 岸和田市総合計画審議会 ○ 企画課 

10 岸和田市自治基本条例推進委員会 ○ 企画課 

11 岸和田市公共施設マネジメント検討委員会  公共施設マネジメント課 

12 岸和田市指定管理者審査委員会 ○ 企画課 

13 岸和田市外部評価委員会 ○ 企画課 

14 岸和田市公共事業評価委員会 ○ 企画課 

15 岸和田市文化振興審議会  文化国際課 

16 岸和田市市展委員会  文化国際課 

17 岸和田市行政不服審査会  総務管財課 

18 岸和田市消費者苦情処理委員会 ○ 自治振興課 

19 岸和田市消費生活問題審議会 ○ 自治振興課 

20 岸和田市住居表示審議会  市民課 

21 岸和田市国民健康保険運営協議会  健康保険課 

22 岸和田市男女共同参画推進審議会  人権・男女共同参画課 

23 岸和田市人権尊重のまちづくり審議会 ○ 人権・男女共同参画課 

24 岸和田市いじめ問題再調査委員会 ○ 人権・男女共同参画課 

25 岸和田市防災会議  危機管理課 

26 岸和田市水防団員等公務災害補償審査会 ○ 危機管理課 

27 岸和田市国民保護協議会  危機管理課 

28 岸和田市環境審議会  環境課 

29 岸和田市環境影響評価専門委員会 ○ 環境課 

30 岸和田市廃棄物減量等推進審議会 ○ 環境課 

31 岸和田市社会福祉審議会 ○ 福祉政策課 

32 岸和田市障害者施策推進協議会  障害者支援課 

33 岸和田市障害者介護給付費等認定審査会  障害者支援課 

34 岸和田市介護認定審査会  介護保険課 

35 岸和田市介護保険事業運営等協議会  介護保険課 

36 岸和田市民生委員推薦会  生活福祉課 

37 岸和田市医療対策審議会 ○ 健康推進課 

38 岸和田市予防接種健康被害調査委員会 ○ 健康推進課 

39 岸和田市いじめ問題対策連絡協議会  子育て支援課 

40 岸和田市子ども・子育て会議  子育て支援課 

41 岸和田市児童福祉審議会  子育て支援課 

42 岸和田市産業活性化推進委員会  産業政策課 

43 岸和田城周辺整備計画検討委員会 ○ 観光課 

44 岸和田市観光振興計画推進委員会 ○ 観光課 

45 岸和田市都市計画審議会推進委員会  都市計画課 

46 岸和田市景観審議会  都市計画課 

47 岸和田市環境デザイン委員会 ○ 都市計画課 

48 岸和田市歴史的町並み保全基金運営委員会  都市計画課 

49 岸和田市建築審査会  建設指導課 

50 岸和田市開発審査会  建設指導課 
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51 岸和田市ラブホテル建築審議会 ○ 建設指導課 

52 岸和田市丘陵地区整備事業環境モニタリング評価委員会 ○ 丘陵地区整備課 

53 岸和田市丘陵地区オオタカ調査委員会  丘陵地区整備課 

54 岸和田市空家等対策協議会規則 ○ 住宅政策課 

55 岸和田市緑地保全等審議会  水とみどり課 

56 市立岸和田市民病院倫理委員会  経営管理課 

57 市立岸和田市民病院治験審査委員会  経営管理課 

58 市立岸和田市民病院医師研修委員会  経営管理課 

59 市立岸和田市民病院地域医療支援委員会  医療マネジメント課 

60 岸和田市青少年問題協議会  生涯学習課 

61 岸和田市生涯学習審議会  生涯学習課 

62 
岸和田市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業者選定

等委員会 

 
学校管理課 

63 岸和田市通学区改正審議会 ○ 教育総務課 

64 岸和田市教育委員会評価委員会  教育総務課 

65 岸和田市学校園結核対策委員会  教育総務課 

66 岸和田市産業教育審議会 ○ 学校教育課 

67 岸和田市立小中学校教科用図書選定委員会 ○ 学校教育課 

68 岸和田市いじめ問題対策委員会  学校教育課 

69 岸和田市就学支援等に関する委員会  人権教育課 

70 岸和田市スポーツ推進審議会  スポ－ツ振興課 

71 岸和田市文化財保護審議会  郷土文化室 

 


